
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

財

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

会

計

課

（

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
七
号

岡
山
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

」

「

」

、

第
十
条
第
一
号
中

本
庁
以
外
の
場
所
に
お
い
て
取
り
扱
う
現
金
又
は

を

現
金
及
び

に
改
め

「
事
務
」
の
下
に
「

次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
会
計
事
務
」
の

（

。
）

下
に
「

当
該
県
事
務
所
が
統
轄
す
る
出
先
事
務
所
に
係
る
も
の
を
含
む

」
を
加
え
る
。

（

。
）

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
課
の
収
納
出
納
員
（
総
務
部
税
務
課
の
収
納
出
納
員
を
除
く

）
。

勤
務
場
所
以
外
の
場
所
で
す
る
当
該
課
」
を
「
課
及
び
出
先
事
務
所
（
県
事
務
所
が
統
轄
す
る
出
先
事

務
所
を
除
く

）
の
収
納
出
納
員

当
該
課
又
は
当
該
出
先
事
務
所
」
に

「
又
は
」
を
「
及
び
」
に

。

、

、

「

」

「
（

。
）
」

改
め

同
項
第
二
号
中

及
び
出
先
事
務
所

を

県
事
務
所
が
統
轄
す
る
出
先
事
務
所
を
含
む

、
「
（

。
）

」

「

」

、
「

」

に

県
民
局
税
務
部
の
職
員
を
除
く

当
該
事
務
所

を

当
該
県
事
務
所

に

又
は

を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
納
員
は
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
出
納
員

は
」
に

「
全
て
の
会
計
事
務
」
を
「
事
務
」
に
改
め
る
。

、

第
五
十
四
条
中
「
指
定
金
融
機
関
等
か
ら
遠
隔
の
地
に
あ
る
県
事
務
所
、
交
通
の
著
し
く
不
便
な
地

に
あ
る
県
事
務
所
又
は
少
額
の
現
金
を
頻
繁
に
収
納
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
県
事
務
所
の
出
納
員
で

特
に
会
計
管
理
者
の
承
認
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
会
計
管
理
者
の
定
め
る
期
限
」
を
「
当
該
翌

日
が
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
県
の
休

日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う

）
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を

。

加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
金
融
機
関
等
か
ら
遠
隔
の
地
に
あ
る
県
事
務
所
、
交
通
の
著

し
く
不
便
な
地
に
あ
る
県
事
務
所
、
少
額
の
現
金
を
頻
繁
に
収
納
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
県
事
務

所
そ
の
他
収
納
し
た
現
金
又
は
有
価
証
券
を
翌
日
ま
で
に
払
い
込
む
こ
と
が
困
難
な
県
事
務
所
で
あ

つ
て
、
会
計
管
理
者
の
承
認
を
受
け
た
も
の
に
係
る
払
込
み
は
、
会
計
管
理
者
の
定
め
る
期
限
ま
で

に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第
一

条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
（
以
下
こ
の
項
、
第
六
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
百
四
十
二
条
第
三

項
に
お
い
て
「
休
日
」
と
い
う

」
を
「
休
日
」
に
改
め
る
。

。
）
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第
六
十
条
第
一
項
中
「
出
納
機
関
等
」
を
「
出
納
機
関
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
二
本
文
中
「
百
分
の
三
・
一
五
」
を
「
百
分
の
三
・
二
四
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し

書
中
「
百
分
の
二
・
六
二
五
」
を
「
百
分
の
二
・
七
」
に
改
め
る
。

第
九
十
一
条
第
六
号
中
「
郵
便
料
等
」
を
「
郵
便
料
」
に
改
め
る
。

第
九
十
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

委
託
費

第
百
三
条
中
「
生
産
品
の
」
の
下
に
「
売
払
い
代
金
を
繰
り
替
え
て
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

生
産
品
の
」
を
加
え
る
。

第
百
七
条
第
一
項
中
「
に
支
払
人
で
あ
る
支
払
金
融
機
関
（
出
納
機
関
が
支
払
場
所
と
し
て
指
定
し

た
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
支
払
が
未
済
で
あ
る
旨
の
証
明
を
受
け
た
後
、
こ
れ
を
当
該

。

支
払
金
融
機
関
を
経
由
し
て
出
納
機
関
」
を
「
を
当
該
支
払
通
知
書
を
所
管
す
る
課
又
は
県
事
務
所
」

に
改
め
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
、
前
項
の
書
類
及
び
事
実
を
調
査
し
」

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
課
又
は
県
事
務
所
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
出
納
機
関
に
支
払
通
知
書
再
発
行

請
求
書
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
二
十
七
条
中
「
翌
四
半
期
の
最
初
の
月
の
七
日
」
を
「
別
に
定
め
る
期
限
」
に

「
提
出
し
」

、

を
「
報
告
し
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
条
第
一
項
中
「
の
参
加
者
の
」
を
「
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の

二
項
を
加
え
る
。

３

契
約
担
当
者
は
、
前
項
の
審
査
の
結
果
、
第
一
項
の
資
格
を
有
す
る
者
を
決
定
し
た
と
き
は
、
当

該
者
の
名
簿
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

４

契
約
担
当
者
は
、
前
項
の
名
簿
に
登
載
し
た
者
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
資
格
の
再
審
査
を
行
う

も
の
と
す
る
。

第
百
四
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
指
名
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
審
査
等
）

第
百
三
十
条
の
規
定
は
、
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
競

第
百
四
十
五
条

争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
場
合
に
準
用
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
資
格
が
、
令

第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
資
格
と
同
一
で
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り
指
名
競

争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
資
格
の
審
査
及
び
名
簿
の
作
成
を
要
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当

平成２６年３月３１日　岡山県公報　号外



該
資
格
の
審
査
及
び
名
簿
の
作
成
は
行
わ
ず
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
資
格
の
審
査
及
び

名
簿
の
作
成
を
も
つ
て
代
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
七
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
出
納
機
関
」
を
「
出
納
機
関
等
」
に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
四
条
の
見
出
し
を
「

遅
延
利
息
等

」
に
改
め
、
同
条
中
「
債
権
」
を
「
債
権
（
法

（

）

第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
歳
入
に
係
る
債
権
を
除
く

」
に

「
延
滞
金
」
を
「
遅

。
）

、

延
利
息
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
遅
延
利
息
等
の
割
合
の
特
例
）

当
分
の
間
、
第
二
百
六
十
四
条
に
規
定
す
る
年
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
同
条
の
規
定

13
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
年
の
特
例
基
準
割
合
（
当
該
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年

法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
に
年
一
パ
ー
セ
ン
ト
の

割
合
を
加
算
し
た
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
が
年
七
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い

。

場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、
そ
の
年
に
お
け
る
特
例
基
準
割
合
に
年
七
・
二
五
パ
ー
セ
ン

ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
す
る
。

別
表
第
一
総
務
部
関
係
の
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
行
政
課
長
」
に
改
め
、
同
表
農
林
水
産
部
関
係

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

土
木
部
関
係

後
楽
園
事
務
所

次
長

児
童
相
談
所
に
納
入
す
る
措
置
費
用

母
子
福

様
式
第
二
十
二
号
納
入
通
知
書
（
そ
の
一
）

中
「

（裏）

，

」
を
「

」
に
、

祉
資
金

寡
婦
福
祉
資
金

児
童
保
護
弁
償
金

母
子
・
寡
婦
福
祉
資
金
に
係
る
償
還
金

，
，

及
び
放
置
違
反
金
に
つ
い
て
は

中
国
５
県
内

並
び
に
放
置
違
反
金
及
び
そ
の
延
滞
金
に
つ

「

」
を
「

，

」
に
改
め
る
。

い
て
は

岡
山
県

鳥
取
県

島
根
県

広
島
県
及
び
山
口
県
内

，
，

，
，

様
式
第
二
十
二
号
の
二
納
付
書
（
そ
の
一
）

中
（裏）

「
〇

」
を

こ
の
納
付
金
を
所
管
す
る
県
の
事
務
所

こ
の
納
付
金
を
所
管
す
る
県
の
事
務
所

「
〇

〇
児
童
保
護
弁
償
金

母
子
・
寡
婦
福
祉
資
金
に
係
る
償
還
金

，
，

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
掛
金

県
営
住
宅
使
用
料

県
立
学
校

，
，

に
改
め
る
。

授
業
料

県
立
学
校
災
害
共
済
掛
金

高
等
学
校
等
奨
学
金
返

，
，
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還
金

大
学
奨
学
金
返
還
金

高
等
学
校
貸
付
奨
学
金
並
び
に

，
，

放
置
違
反
金
及
び
そ
の
延
滞
金
に
つ
い
て
は

岡
山
県

鳥
取

，
，

県
島
根
県

広
島
県
及
び
山
口
県
内
の
各
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・

，
，

」

郵
便
局
で
も
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

様
式
第
六
十
六
号
中
「

」
を

に
改
め
る
。

岡
山
県
会
計
管
理
者

「岡
山
県
会
計
管
理
者

（

）
」

県
事
務
所
出
納
員

様
式
第
七
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（第122条関係）様式第76号

過 誤 納 金 還 付 請 求 書

年 月 日

岡山県知事 殿

（県事務所長）

請求者 住所

印氏名 ○

次のとおり過誤納金の還付を請求します。

還 付 請 求 額 円

ただし， 年 月 日納入の

のうち，正当額 円との差額

上記還付請求金については，下記指定預金口座に振り込んでください。

金融機関名

店舗名（支店名）

預金種別 普通 当座 その他（ ）

口座番号

口座名義（フリガナ）
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
附
則
第
十
三
項
の
規
定
は
、
遅
延
利
息
等
の
う
ち
平
成
二
十
六
年
四

月
一
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
財
務
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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